
◆型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 ◆ 定員８名

３月３日（火）～４日（水）

会場 新ひだか町コミュニティセンター １階 遊戯室（学科のみ）

受講資格 以下のいずれかに該当する方
①満２１歳以上で、型枠支保工の組立、解体作業３年以上の経験者
②大学、高専、高校の土木、建築学科卒業者で、その後２年以上の経験者
（卒業証明又は卒業証書の写しを添付）

◆小型移動式クレーン運転技能講習◆ 定員７名

３月１０日（火）～１２日（木）
会場 学科：新ひだか町公民館 ２階研修室

実技：新ひだか町静内体育館裏駐車場

受講資格 経験、資格は問いません。
※以下に該当する方は、講習期間が２．５日間となります。
①運転士免許保有者（クレーン、デリック、揚貨装置のいずれか）
②技能講習終了者（玉掛け、床上操作式クレーンのいずれか）

日高中部通年雇用促進協議会

新ひだか町役場 総務部まちづくり推進課内

TEL（０１４６）４９－０２９３（直通）

■対象者
新ひだか町・新冠町に在住の１８歳以上で、①～③のいずれかに該当する季節労働者の方
① 開催日において、雇用保険の「短期雇用特例被保険者」として雇用されている方
② 離職者であって、直前の雇用保険が「短期雇用特例被保険者」であった方
③ 離職者であって、直前の雇用保険が「受給資格を有しない一般被保険者」であり、

前々職の雇用保険が「短期雇用特例被保険者」であった方
（※②③は、令和６年４月１日より前に離職した方を除く）

■申込受付期間 2月５日（木）まで
※定員を超える申し込みがあった場合は、抽選とします。

■申込方法
下記窓口で直接申込または電話で受付します。
※受講できる講習は、原則おひとり１講習のみです。（定員に達しない場合は２講習受講可）
※提出書類につきましては、申込受付後に改めてご案内いたします。

■季節労働者でない方または無料受講の定員を超えた季節労働者の方も
有料にて受講できます。

＜受講料金＞ ・型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 ２３，０００円
・小型移動式クレーン運転技能講習 ５５，０００円

（免除コースは50,000円）

※季節労働者からの受講申込みを優先するため、有料で受講の方は、季節労働者からの申込状況
により受講できない場合があります。

※本チラシ配布時から先着順に受付し、２月５日（木）以降に受講の可否を連絡します。

通年雇用を目指す

季節労働者のみなさまを
支援します

受講料
無料

【お問い合わせ・申込先】



無料
で受講される方

申込み受付後に、専用の申込用紙を配布します。
このほかに、以下のものをご用意願います。

＜受講申請に必要なもの＞

①「雇用保険特例受給資格証」又は
「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」

②証明写真１枚（縦４㎝×横３㎝）※上半身、無帽で６ヶ月以内に撮影したもの

③住所が確認できるもの（運転免許証の両面コピー、住民票など）

④受講するコースに必要な「運転免許証」または「修了証」の写し
※実務経験が必要な場合は、事業所の社印および代表者の印鑑が必要となります
ので、申込用紙の証明欄に記入のうえ提出下さい。

⑤「受講申込書 兼 承諾書」（講習受講料についての注意事項）
※申込受付後に配布いたします。

⑥キャタピラー教習所㈱発行の修了証（お持ちの場合）

有料
で受講される方

・上記②、③、④、⑥を、協議会窓口へご持参下さい。

・申請書提出後、受講料を下記の教習機関口座へ振り込み願います。
※振込手数料はご負担下さい。

※受講料入金後にキャンセルされた場合は返金されません。

ただし、講習初日の講習開始時間前までに下記までご連絡をいただいた場合は

返金されます。（振込手数料はお客様ご負担となり、振込にて返金されます。）

＜受講申請に必要なもの＞

申込み受付後に、専用の申込用紙を配布します。
このほかに、以下のものをご用意願います。

北海道銀行 美しが丘出張所
普通預金No. 0206555
キャタピラーキョウシュウショ（カ
キャタピラー教習所株式会社

受講日の１０日前までにお振込み願います。
振込みに関するお問い合わせは、
下記教習機関までご連絡願います。

キャタピラー教習所（株）北海道教習センター
TEL ０１１－７９５－７０２２


